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　税理士が故意に真正の事実に反して税務代
理や税務書類の作成をしたときは、懲戒処分
（2年以内の税理士業務の停止又は税理士業務
禁止）の対象となる（税理士法45①）。本件
は、税理士法45条1項に基づき1年1月の税
理士業務の停止処分（本件処分）を受けた開
業税理士である原告がその懲戒処分の取消し
を求めていた訴訟である。
　本件処分の原因となった原告の行為は、実
体のない委託料が経費であることを自己否認
しない内容で行われた法人税等の自己修正申
告書の提出である。自己修正申告書は、法人
税等の所得金額を1,800万円圧縮、消費税等
を179万9,800円圧縮した真実に反する申告
書であった。財務大臣は原告に対して、委託
料が架空のものであるおそれを認識しながら
原告がその計上を容認する内容の自己修正申
告書を提出した行為は懲戒処分事由（税理士
法45①）に該当するとして本件処分を行っ

た。これを不服とした原告は、委託料が架空
のおそれがあるとは認識していなかったと主
張したほか、本件処分は不当に重く社会通念
上著しく妥当性を欠いていることなどから違
法であると主張していた。
税理士は業務委託の実体を何ら確認せず
　裁判所は、原告の関与先法人は業務委託先
が委託業務をしていないにもかかわらず委託
料の支払をしていたところ、原告は業務委託
の実体が存することを何ら確認していなかっ
たのであるから、業務委託契約の実体がある
ことに疑念を持ってもおかしくない状況に
あったものといえると指摘。さらに原告が関
与先法人の社長に対して委託料も自主否認す
る内容の修正申告書案を提示していること
は、業務委託契約が架空である可能性を原告
が認識していたことを強くうかがわせる事情
であると指摘した。そして裁判所は、原告が
架空取引である可能性について認識があった

　実体のない委託料を経費とした関与先法人の法人税等申告をめぐり、1年1月の税理士業務
の停止処分を受けた税理士がその懲戒処分の取消しを求めていた訴訟で東京地裁（岡田幸人
裁判長）は令和8年3月24日、懲戒処分は適法であるとして税理士の訴えを棄却する判決を
下した。税理士は、委託料が架空のおそれがあるとは認識していなかったと主張したほか、
処分は不当に重く社会通念上著しく妥当性を欠いているから違法であると主張していた。こ
れに対し東京地裁は、税理士は委託料の実体がない可能性を認識していたと推認することが
できると判断するほか、懲戒処分の判断基準を踏まえると1年1月の税理士業務の停止処分
が社会観念上著しく妥当性を欠いているとはいえないとして税理士の訴えを斥けている。

東京局調査部から税理士専門官に情報提供、原告に対する調査が開始

委託料が架空のおそれを認識、
税理士業務の停止処分は適法

東京地裁、1年1月の停止処分は裁量権の範囲
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